
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

静岡県消防設備保守点検業協同組合は、法令遵守を行動指針に、官公庁

発注の消防用設備等保守点検業務を通じて、地域の安全・安心及び地域経

済の活性化に貢献します。   
消防法が義務づけた「消防用設備等点検報告」など保守点検業務は、消

防設備士など関係有資格者による有資格者点検を規定しており、こうした

業務を「多数の有資格者業務体制」を備えた組合が支えています。   
また、国から「官公需適格組合」の認定を受けた静岡県知事設立認可の

協同組合(平成 6 年 7 月 18 日設立）として、共同受注の確保及び組合員へ

の配分実施、原則再委託禁止の徹底、共同受注業務の適正実施等を遵守す

るとともに、国や県・市町施策との連携（貢献）に取り組みます。   
静岡県消防設備保守点検業協同組合は、未来に向け、地域の安全・安心

及び地域経済の活性化を目指し、地域一体となった組合活動を推進してま

いります。 

 

  令和 6 年度（2024 年度） 

 
        官公需適格組合 

静岡県消防設備保守点検業協同組合 

          役職員一同 

 

地域の安全・安心及び地域経済の活性化を目指して 
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ふじのくに組合活動 30 年の感謝と未来へ 

組合活動 30 年を迎え、これまで組合活動を

支え、ご協力や連携、ご支援等を賜りました組

合員、組合関係者及び多くの皆々様方に、心よ

り御礼と感謝を申し上げます。 

組合が、設立 30 年を通過点として、今後も着実に組合活動を

積み重ね、地域の安全・安心及び地域経済の活性化に貢献でき

ますよう、組合員や組合関係者はもとより関係の皆様方を含む

全ての皆様におかれましては、より一層のご協力や連携、ご支

援等を賜りたくお願いを申し上げます。 

令和 6 年度吉日 

 

官公需適格組合 

静岡県消防設備保守点検業協同組合 

           理事長 西川 和宏
 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡県消防設備保守点検業協同組合が、創立 30 周年を迎えられましたことを

心からお慶び申し上げます。貴協同組合は、平成６年の創立以来 30 年にわたり、

県内における消防用設備等の普及や適切な維持管理に寄与するとともに、消防

用設備設置者に対し、異常発生時の迅速な対応のみならず、防災計画の作成や

防災訓練を支援するなど、地域に密着して、安全・安心の確保に取り組んでこ

られました。 
 

また、静岡県消防学校において実施している消防職員に対する研修について

も、講師派遣などの御協力を頂いているところであります。歴代の役職員の皆

様をはじめ、関係の皆様の熱意と御尽力に深く敬意を表するとともに、感謝申

し上げます。 
 

近年の国内の火災件数は、概ね減少傾向にありますが、令和４年には３万 6,000

件余の火災が発生し、そのうち建物火災は２万件余と、全体の 56％を占めてい

ます。また、火災による総死者数は 1,452 人で、そのうち建物火災による死者数

は 1,173 人と、全体の 81％を占めており、住宅用火災警報器の普及等に伴い減少

してはいるものの、年間 1,000 人を超える尊い人命が失われています。 
 

このような状況の中、本県では、県政運営の基本理念である「富国有徳の美

しい“ふじのくに”づくり」の具現化に向け、総合計画で掲げた 12 の政策の一

つとして「命を守る安全な地域づくり」を推進しております。その中で、基本

理念を実現するための具体的な取組として、危機管理体制の強化、防災・減災

対策の強化を推進しているところです。 
 

こうした県の施策の推進と併せ、県民一人ひとりが防火対策の必要性を認識

し防火に対する正しい知識を得ることが重要であり、専門的な知識と技術を有

する貴協同組合の御協力が不可欠であります。県民の皆様の安全・安心の確保

に向けて、今後とも、より一層の御支援、御協力を賜りますよう、お願いを申

し上げる次第です。 
 

結びに、静岡県消防設備保守点検業協同組合の一層の御発展と、組合員の皆

様のますますの御活躍を祈念申し上げまして、お祝いの言葉といたします。 

 

組合活動 30 年によせて 

静岡県知事 

 川 勝  平 太
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静 岡 県 消 防 設 備 保 守 点 検 業 協 同 組 合 が 平 成 6年 7月 に 組 合 設 立 の 認 可 を

受 け 、 こ の 度 活 動 30年 と い う 大 き な 節 目 を 迎 え ら れ ま し た こ と に 心 か ら

お 祝 い 申 し 上 げ ま す 。 組 合 設 立 以 来 、 平 成 13年 に は 「 官 公 需 適 格 組 合 」

と し て の 認 定 を 受 け 、 組 合 に よ る 共 同 受 注 を 通 し て 、 点 検 業 務 者 の 育 成

と 質 の 向 上 を 図 り 、 業 界 全 体 の 社 会 認 知 性 の 向 上 や 発 展 に 大 き な 実 績 を

上 げ ら れ ま し た 。 ま た 、 令 和 2年 2月 に 「 ふ じ の く に 発 ・ 地 域 一 体 と な っ

た提 案 型共 同 受注 活動 の 創造 」が 、全 国で 例 のな い 協同 組合 活 動と し て、

全国 表 彰を 受 けた こと は 本県 の 誇り です 。  
 

さ て 、 消 防 用 設 備 等 保 守 点 検 業 務 は 、 消 防 法 が 義 務 づ け る 法 定 定 期 点

検 の 実 施 に よ り 万 が 一 の 災 害 時 に 備 え た 大 変 重 要 な 業 務 で あ り な が ら 、

普 段 は あ ま り 意 識 さ れ る こ と が な い 分 野 と い う 側 面 も あ り 、 ま さ に 社 会

の 「 縁 の 下 の 力 持 ち 」 と い っ た 業 種 と も い え ま す 。 特 に 、 消 防 用 設 備 等

の 法 定 定 期 点 検 を 行 う 現 場 作 業 者 の 方 々 の 献 身 的 な 努 力 に よ り 、 24時 間

365日 、県民 生 活の 安全 安 心が 守 られ てい る こと に 、心 から 敬 意と 感 謝の

意を 表 しま す 。  
 
とこ ろ で、「地 震・カミ ナ リ・火 事・オ ヤジ 」なん て 言葉 があ り まし た。 

オ ヤ ジ は さ て 置 き 、 地 震 も カ ミ ナ リ も 火 事 が つ き も の で す 。 特 に 、 昨

今 の 地 震 に お い て 火 災 に よ り 犠 牲 に な ら れ る 方 も 少 な く あ り ま せ ん 。 社

会の 安 全安 心 のた め、「 備え あ れ ば憂 いな し 」の如 く 欠 かせ な い防 災・消

防 等 の 設 備 整 備 は も ち ろ ん 、 そ の 設 備 の 定 期 点 検 の 実 施 、 そ し て 危 機 管

理 意 識 を 高 く 持 ち 、 万 が 一 の 災 害 に 備 え る 自 助 共 助 の 醸 成 が 重 要 で あ り

ま す 。 そ の 一 翼 を 担 う 貴 組 合 に は 、 こ う し た 積 み 重 ね と 連 携 の た め の 大

き な パ イ プ 役 と な っ て ご 活 躍 い た だ け る こ と と 存 じ ま す 。 目 立 た ぬ も の

の 社 会 を 支 え る 、 な く て は な ら な い 業 界 分 野 で あ り 、 そ の 先 鋭 で あ り 中

心 で あ る 貴 組 合 の 更 な る 発 展 こ そ 、 社 会 全 体 の 危 機 管 理 体 制 の 向 上 と 安

全安 心 の増 大 につ なが っ てい く もの と確 信 して い ます 。  
 

最 後 に 、 西 川 理 事 長 を は じ め と す る 貴 組 合 の 目 指 す 将 来 と し て 、 業 法

制 定 の 実 現 が あ る と 存 じ ま す 。 消 防 用 設 備 等 保 守 点 検 の 責 任 所 在 を 明 確

に し 、 業 界 の 更 な る 社 会 認 知 性 向 上 、 団 体 ・ 法 人 の 発 展 に 大 き な 役 割 を

果 た す 業 法 制 定 は 、 そ の 意 義 が 大 変 大 き い と 理 解 し て お り ま す 。 私 も 微

力 で は あ り ま す が 、 皆 様 と と も に 業 法 制 定 に 向 け た 活 動 に 尽 力 し て ま い

りた い と思 い ます 。  
 

結 び に 、 皆 様 の 益 々 の ご 発 展 と ご 活 躍 を 祈 念 い た し ま し て 、 ご 挨 拶 と

いた し ます 。  

組合活動 30 年によせて 

静岡県議会議長 
中 沢  公 彦 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

この度、貴組合活動が 30 年を迎えられますこと、誠におめでとうございます。 

日頃、貴組合並びに組合員の皆さまには、消防用設備等の適切な保守点検をと

おし、万が一の備えとしての消防用設備等の安心と安全の確保にご尽力されてお

りますこと、消防機関を代表し厚く感謝申し上げます。 
 
 

さて、「2024 年問題」に代表される、我が国の将来の働き手の減少は、貴組合が

有する消防用設備等の保守点検に係る専門的知識・技術の維持・伝承にも大きな

影響を与えかねないことであり、人材育成は今や業種を問わない喫緊の課題とな

っております。 
 
 

このことに対し、貴組合は長きに亘る実績と、様々な工夫をもって心を砕いて

臨まれており、その取組を大変心強く感じているところでございます。 
 

結びに、今後とも、防火対象物の利用者の安全と火災被害の低減のため、貴組合

並びに組合員の皆様の更なるご活躍を祈念し、組合活動 30 年のお祝いの言葉とさ

せていただきます。 

 

 

組合活動 30 年によせて 

静岡県消防長会 
会長 池 田  悦 章 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

この度、静岡県消防設備保守点検業協同組合様が創立 30 周年を迎えられましたこと

を心からお慶び申し上げます。貴組合におかれましては、平成６年の設立以来、消防

用設備等の保守点検業務を通じて、地域の安全・安心の確保及び地域経済の活性化に

尽力するとともに、組合員企業の発展に大きく貢献してこられました。また、平成 13

年 11 月には国から官公需適格組合の認定を受けるなど、数々の事績を残してこられま

したのは、ひとえに歴代役職員をはじめ組合員各位の不断の努力の賜物と深甚なる敬

意を表する次第であります。 
 

 組合員の皆様が取り扱う「消防用設備」は、ビル、工場、公共施設など社会生活の

基盤をなす建築物・建造物の安全性確保に必要不可欠なものであり、消防用設備なく

して私どもの日常生活や社会経済活動は成り立ちません。貴業界では、時代の流れと

共に複雑化・高度化するニーズへの対応だけでなく、防災・減災に向けた安全性の維

持・向上が常に求められてきたことと存じます。 
  

こうした要請に応えるため、貴組合では、火災予防を担う消防用設備等保守点検業

務の共同受注のほか、業界の地位向上、事業環境の整備、現場人材の確保等を目指し

て、現場の声を国や関係団体に対し発信する取組みを継続するなど、安全・安心を担

う組合員の事業活動を支えてこられました。また、消防用設備等の維持管理業務に従

事されている現場作業者の皆様は、まさに 24 時間 365 日、県民の安全・安心にご尽力

いただいております。 
 

 このように地域の安全を支える現場作業者の皆様に心より感謝申し上げますととも

に、業界の振興発展に尽力されておられます貴組合の活動に衷心より敬意を表する次

第でございます。 
 

 さて、今日の中小企業・小規模事業者は、「深刻な人手不足」、「人件費等の労務費上

昇」など様々な経営課題に直面しております。これらの課題を克服していくためには、

中小企業の自助努力に加え、相互に連携する共助の組織である中小企業組合はますま

す重要な存在となります。 
 

 私共中央会と致しましては、官公需適格組合制度の普及・促進に努めて参りますと

ともに、組合員の皆様の更なる発展に繋げるため、組合を軸とした様々な事業に取り

組んで参る所存であります。貴組合におかれましては、この度の 30 周年を節目として、

組合の強みである「連携力」を更に発揮され、新たな時代に向けた第一歩を強く踏み

出されることを心よりご期待申し上げる次第です。  
  

結びにあたりまして、貴組合の今後ますますのご隆盛と組合員各位の更なるご活躍

をご祈念申し上げ、お祝いの言葉とさせていただきます。 

組合活動 30 年によせて 

静岡県中小企業団体中央会 
会長 山 内  致 雄 



組合活動の推移 
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静岡県消防設備保守点検業協同組合の推移（単位：社） （単位：百万円）

組合員数（社）

共同受注額（百万円）

 

 



＜第１期＞平成 6 年度～13 年度「組合設立」 

＜第 2 期＞平成 14 年度～平成 19 年度「官公需適格組合」 

  
＜第 3 期＞平成 20 年度～平成 28 年度「組合体制の強化」 

＜第 4 期＞平成 29 年度～令和 5 年度「戦略的広報と事業環境の整備」 

＜令和 6 年度以降＞ 

 



 

＜講演録＞ 

＜組合保存資料＞ 

 

 

組合設立から第 1 回通常総会までの経過 



 



＜講演録＞ 

＜組合保存資料＞ 



 
 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

  

◯ 静岡県消防設備保守点検業協同組合定款（抜すい） 

組合の組織及び定款（事業）  



 

 

組合役員（理事・監事）及び事務局責任者 



 

 

（※） 
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ビラ・フィオレ(2 階) サンパレス 
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静岡交通ビル 

松阪屋 葵タワー 

ＪＲ東海静岡支社
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国道 1 号線 
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組合名称・住所の変遷 

５０ｍ 



 

  

 

 

        

 

 

特別寄稿 



 

   

 
 
 

消防法のルール  

    
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 
  

① 防火対象物の関係者  

 保守点検業者  

  

定期報告 

② 

③-1 

③-2 

 

点
検
結
果 

の
報
告 ① 

③ 保守点検等の完了後、防火対象物の関係者は 

保守点検業者から提出を受けた「点検結果報告 

書等」を消防機関等に持参（事業者代行等含む） 

し定期報告します。 

② 

契約条項等を遵守 適正な試験器具等

消防設備士等

※1 消防法第 17 条の 3 の 3

(注)

 
※2  建築基準法第 12 条第３項

 

（注） 有資格者点検が必要な（政令で定める）防火対象物 

 
 

【点検】 

６か月に 1 回

1 年に 1 回

【検査・報告】  

毎年

消防用設備等

防火設備

【報告】 
1 年に 1 回

 ３年に 1 回

 

点
検
委
託 

消防法（火災予防）の推進 



 
 

 

 

 

 

  

  

現場（地域の安全・安心）を守る － 縁の下の力持ち － 

  

 

  



 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   ア 検査員が年 2 回検査 

〜

イ 点検済証（官公需法等）を貼付 

ウ 毎年 4 月末に有資格者報告（常に変更等を把握） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 協同組合 官公庁 

 

組合の有資格者業務体制 

  

  

 

  



（1）消防法が「資格者による保守点検」を義務づけ  

 （2）複雑化・高度化、専門化する消防用設備等 

（3）組合の有資格者数、資格の種類の多さは県内随一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 消火設備

警報設備

避難設備
消防用水 消火活動上必要な施設

非常用電源設備 

 

63 組合員 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

　

官 公 需 適 格 組 合 証 明  関 東 経 済 産 業 局 長 (関 東 第 1 1号 )

県 庁 舎 等 管 理 業 務 競 争 入 札 参 加 資 格   静 岡 県 知 事 (財 資 第 1 61 号 )

消 防 用 設 備 等 保 守 点 検 ・ 防 火 設 備 定 期 検 査

静 岡県 消 防 設備 保守 点検 業 協同 組合

協 同 組 合 設 立 認 可  静 岡 県 知 事 (地 第 1- 5 号 )

（ 防火設備定期検査業務を含む ）

消防用設備等保守点検委託業務

令和５年度版

 

 

法令遵守の消防用設備等保守点検料金「積算基準」の普及・活用 



                                      

 

● 消防用設備等保守点検は、通常、民間事業者へ業務委託（企業活動）! 

● 法令遵守事項をつなげると・・・! 

● すべての数字（金額）には意味がある! 

 

                                            
                        

 

 
  

                                 強行法規等 
                                                              
                                                              

 保守点検料金＝積算の仕組（積算基準） 

 

 

①～③ 

× 

 



 

 

1 発注情報の収集  

 

 

 

 

 

2 入札等の参加準備  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 入札等への参加  

 

 

 

4 契約の締結  

 

 

 

5 保守点検体制づくり  

  （配分協議） 

 

 

6 保守点検の実施  

 

 

 

7 結果報告  

消防機関等 

発注者（官公庁） 
 
 

8 点検料の請求  
 
 

9 組合に点検料の入金  

  

 

10 組合員等に配分  

 
・組合関係者全員で  

 情報収集します。 

・小さな事でも見逃さ 

ない。 

 

・ 官公需共同受注は、組合（代表理事）

が入札参加、契約締結、業務執行、代金

の受領等を行い、理事と組合員が連帯責

任を負います。 
 

 

 

責任体制の確保  

 

 

 

・一緒に仕事をする組 

合員の確認,種別ごと 

の有資格者の把握  

 

 

・事務局支援社員  

・幹事会社組合員と組 

合員(の社員等)が各 

受注物件ごとに協議  
 

法令遵守の徹底  

 
責任体制への信頼 

 

 

 

・ 官公庁からの支払いは、組合が受領 

しますが、組合員への配分は配分基本 

ルール及び配分協議結果に基づき行わ 

れます。また、税金や組合運営費等が 

受領した受託費等から支払われます。 

 
 

 

11 共同受注検査  

  書類検査（全物件） 

  現場確認（抽出） 

 
 
・法令遵守の徹底 
 

行政庁へ定期報告 

 

 
 

12 理事会・総会  

（行政庁へ定期報告） 

 

 

 

共同受注の流れ 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 厳しい認定基準 

2 法律等に基づく仕組 

3  静岡県条例で官公需適格組合を明記 

 

 

 

 

 

 官公需適格組合の活用 

ア 組合の共同事業が組合員の協調裡に円滑に行われている 

イ 官公需の受注について熱心な指導者がいる 

ウ 常勤役職員が 1 名以上いる 

エ 共同受注委員会が設置されている 

オ 役員と共同受注した案件を担当組合員が連帯して責任を負う 

カ 検査員を置くなど検査体制が確立されている 

キ 組合運営を円滑に遂行するに足る経常的収入がある等

 

官公需適格組合の責務（1） 



       
 
 

 

(1) 中小企業者である組合員(63 社)の受注確保  

(2) 県内随一の有資格者体制  

 

(3) 複雑化・高度化する消防用設備等保守点検ニーズ  

(4) 法令に基づく試験器具等  

(5) 官公需適格組合の活用へ 

 

 

官公需適格組合の責務（2） 



 

            官 公 需 適 格 組 合 と は  

 

(6) 透明性の高い発注方式を要望 

(7)  責任ある「唯一無二」の協同組合としての責務 

 

(8) 官公需適格組合の基本ルール 

 

(9) 地方公共団体の努力義務 

 

(10) まとめ 



 

契約者は組合です  

 
 
 
 

地域の「新たな動き」、引き継ぐもの! 

 

地域の企業を育成し、地域産業の振興へ  

 

 

図－1 

 官公庁  

 

官公需適格組合の責務（3） 



   

平成6年7月   組合設立（15社） 

平成6-13年度 組合法令整備など 

平成7-13年度 県・市町等へ要望 
 
平成13年11月 官公需適格組合の認定 

昭和40年5月 消防設備士制度 

昭和49年6月 消防用設備等点検報告制度 

昭和61年12月～平成3年2月 ﾊﾞﾌﾞﾙ景気 

平成7年1月17日 阪神・淡路大震災 

平成13年9月 新宿歌舞伎町ﾋﾞﾙ火災 

平成14-19年度 組合組織の充実 

平成14-19年度 県・市町等へ要望 

 

平成18年12月  組合名称変更（主要事 

       業の消防用設備等保守 

点検事業をより明確化） 

平成19年度-  国への要望スタート 

平成18-24年度末 消防救急広域化 

(～令和6年4月1日まで期限延長) 

平成20年度- 国県市等へ要望を本格化

平成21年度  共同受注額１億円を突破 

平成24年5月 組合員数30組合員を突破 

成27年5月  組合員数50組合員を突破

平成28年10月 平成28年度版積算基準 

       （防火設備検査を含む） 

平成23年度 静岡県及び静岡県教育委 

   員会事務局が入札条件を改善 
 
平成25年度  静岡市教育委員会事務局 

   が条件付一般競争入札に変更 
 
平成26年3月 静岡県中小企業者の受注 

   機会の増大による地域経済活性 

   化に関する条例の制定・施行

平成29年3月 静岡県教育委員会事務局 

が一括発注方式（消防用設備等 

と防火設備、以下同じ）を導入 

平成23年3月11日  東日本大震災 

平成25年10月 福岡市診療所火災 

平成26年4月 消防庁告示「点検結果報告 

   書様式に会社名等追加」 

平成28年6月  防火設備定期検査報告制 

度の施行（建築基準法第12条） 

平成28年12月  糸魚川市大規模火災 

平成29年 2月  埼玉県三芳町倉庫火災

平成29年度 共同受注額２億円を突破 

     (一括発注方式の導入効果)  

平成30年5月  組合名称の変更 

平成30年10月 業法制定要望（本格化） 

平成31年2月  消防庁「点検結果報告書 

  等様式の一部改正」意見書を提出 

平成31年4月  戦略的広報の本格化(ブ 

ログ・ＨＰ・メール便・広報誌等） 

令和2年2月 中小企業組織活動懸賞レポ 

ートの本賞受賞(全国初） 

令和2年3月 知事へ受賞報告 
 
令和2年4月  60組合員を突破

平成30年7月 静岡県議会が地方自治法 

第99条の意見書を可決承認 

平成31年4月 静岡市が「中小企業・小 

   規模企業振興条例」を制定施行 
 
令和3年3月 事業者等を守り育てる静岡 

県公契約条例の制定施行→県取 

組方針(案)のパブコメ募集 

令和3年12月 県が県公契 

条例「取組方針」 

を策定  
令和4年4月  浜松市が官 

公需適格組合を明 

記した「浜松市調 

達方針」をＨＰ上 

で公表  

 

平成29年12月  さいたま市特殊浴場火災 

平成30年 1月  札幌市自立支援施設火災 

平成31年 1月  消防庁「点検結果報告書 

   等様式の一部改正(案)」意見公募 

平成31年 4月 消防庁告示(上記)の公布 

令和 2年12月  消防庁次長通知「押印廃 

止、電子申請、手続ｵﾝﾗｲﾝ化等」 

令和3年12月   火災予防分野の各種手続 

電子申請等導入マニュアルの策定 

令和3年12月  大阪市北区ビル火災 

令和4年2月   新潟県村上市工場火災 

令和4年11月  二酸化炭素消火設備設置ｶﾞ 

ｲﾄﾞﾗｲﾝ策定(R2.12月-R3.4月事故) 

令和5年6月 規制改革実施計画を閣議決定 

令和5年7月 消防庁が 

「予防行政のあり方検 

討会」等を開催 

令和5年8月 厚木市内遊 

  技場立体駐車場火災 
 

令和5年10月 消防庁予 

防課長通知「設備点 

検要領等（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化 

関連)の一部改正」 

第30回通常総会を開催（R6.5.16） 

組合設立30年（R6.7.18） 

 

 

 

 

 

・消防用設備等点検の品質確保と向 

上へのご尽力 
・消防法令の遵守、有資格者の確保 
と立会い励行、適正業者等 

・国から官公需適格組合の認定を受 

けた組合は、県議会・県・市町・ 
関係団体へ「法令遵守の徹底」や「
官公需適格組合の活用促進を要望  

・

 

 
令和 2 年 1 月 国報道発表「 
 ↓ 中国で原因不明の肺炎」 

令和 5 年 4 月 
令和5年5月 感染症法の扱 
   いが 2 類から 5 類へ 

新型コロ

ナウイル

ス感染症 
  
(32 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

事業及び事業環境 

指名→一般競争入札へ 



   

 

青年部会の活動 



 

（参考）全国の協同組合等との交流 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

（ 

 

 

組合活動（2017～2023 年度）１ － 未来へ － 



 

〜

  

 

組合活動（2017～2023 年度）2 － 未来へ － 

  

〜

  

 



 

＜緩やかな増加傾向、横ばい＞ 令和 5 年 4 月以降～R5 年 8 月下旬／ 
 

➡ R5.8.9(水)、厚生労働省が事務連絡 「新型コロナウイルス感染症に関する住民への注意喚起等の目安」 
→ R5.8.4(金)、静岡県は県独自の「感染拡大警報」を発令（～R5.8.17 木） 
→ R5.7.28(金)、県独自の「医療ひっ迫注意レベル（レベル 2）」へ医療状況評価レベルを引上げ 

➡ R5.6.26(月) に尾身分科会会⾧が「第 9 波が始まっている可能性あり」発言 
➡ R5.5.19 (金) に第 19 週(R5.5.8-5.14)発生状況等を公表（厚生労働省）＝週 1 回公表へ変更 

＜第 8 波＞ 令和 4 年 10 月下旬から令和 5 年 2 月上旬／ 

＜第 7 波＞ 令和 4 年 7 月上旬から 9 月上旬／ 

 

＜第 6 波＞ 令和 4 年新年からオミクロン株による感染拡大の波 
～Ｒ4 年 3 月下旬／ 

＜第 5 波＞ 令和 3 年 8 月中旬をピークとする波～9 月末／ 

〜

＜第 4 波＞ 令和 3 年 4 月下旬-5 月中旬をピークとする波～6 月下旬／  

＜第 3 波＞ 令和 3 年 1 月をピークとする波～2 月末／ 

＜第 2 波＞ 令和 2 年 8 月上中旬頃をピークとする波～10 月中旬／ 

＜第 1 波＞ 令和 2 年 4 月下旬をピークとする波～6 月中旬 ／ 

＜スタート＞ 令和 2 年 1 月 6 日 厚生労働省発表 「中国武漢市における原因不明肺炎発生」／ 
 

 

 

 

 

〜

 

 

 

（参考）新型コロナウイルス感染症の経過 
 



 

 
 

 

所在地 
 

〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町 5 番 3 号 

ＴＥＬ：054-287-5091、ＦＡＸ：054-287-5092 

代表者 代表理事 西川 和宏 

事務局・常勤役職者数 常勤職員 2 名（うち技術者数 0 名） 

連絡担当者 専務理事（兼事務局長） 

ＵＲＬ(ＨＰ) http://www.siz-sba.or.jp/syob-k/ 

組合の地区(活動エリア) 静岡県 

出資金・設立年月日 540 万円・平成 6 年 7月 18 日 

組合員数 63 社（令和 5 年 4 月 30 日現在）* 

組合員資格 (1) 建設業許可を有する消防施設工事業又は消防用設備等保守点検事業を 

行う事業者であること  

(2) 本組合の地区内に事業場を有すること 

組合の資格・許認可等 ・ 庁舎等管理業務競争入札参加資格（消防用設備等保守点検） 

・ 静岡県・静岡市・浜松市 ほか 

官公需適格組合証明取得 平成 13 年 11 月（令和 4 年 11 月に 8 回目認定）* 

   

 

 

 組合概要（中小企業庁「官公需適格組合便覧」） 



〇 共同受注役員     

                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 〇 理事及び監事 

 

  

 

組合役員・組合員 



 
〇 組合員 
 

  

    

 



 

 
 

𣘺

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〜

消 防 法（昭和 23 年法律第 186 号） 

消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第 6 号） 

関係法令（火災予防） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

〜  

 

 

中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号） 

中小企業等協同組合法（昭和 24 年法律第 181 号） 

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律＝官公需法（昭和 41 年法律第 97 号） 

 
静岡県中小企業者の受注機会の増大による地域経済の活性化に関する条例（平成 26 年 3
月静岡県条例第 65 号） 

関係法令（中小企業支援） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

                        

 

 

     



ＳＤＧｓ「火災予防の推進」 

 

 



 

  

新たな協同組合活動の創造へ

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

水の森ビル 

ビラ・フィオレ(2 階) サンパレス 
ホテル 

静岡交通ビル 

松阪屋 葵タワー 

ＪＲ東海静岡支社

静岡中央郵便局 

国道 1 号線 

  ＪＲ静 岡 駅 

駅南口 
ﾛｰﾀﾘｰ 

 

静岡銀行 

ホテル 
グランヒルズ静岡 

駅
南
銀
座 

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 

← 名古屋 東京 → 

しずおか焼津 
信用金庫 

 

 

５０ｍ 


